
内国歳入局（IRD）の査察・税務調査に関する罰
則：罰金

納税者（法人、個人を含む）が査察又は税務調査の対象
に選定された場合、最大の懸念の一つは、過少申告税
額に加えて罰金が科せられるかどうかということです。

このインサイトでは、査察・税務調査に関わる場合の罰金
について考察していきます。
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内国歳入法（IRO）の罰則規定

IROに違反した場合、罰則が科されることがあります。内国歳入局長官は、違反行為に対して起訴をする或いは、複利計
算又は加算により追徴課税する権限を有します。IROのセクション80、82、及び82Aは、一般的な罰則を規定しています。

IROのセクション80により、正当な理由なく不適切な申告をしたり、期限内に申告書を提出しなかったりした場合に対して
罰則が科せられます。最大罰則は、レベル3の罰金（10,000香港ドル）に加え、過少申告税額の3倍までとされている加
算税が追徴課税されます。

IROのセクション82により、脱税の意図を持って申告書等に虚偽の記載を故意に行った者に対して以下の最大罰則が科
せられます。

• 即決による有罪判決：レベル3の罰金（10,000香港ドル）に加え、過少申告税額の3倍までとされている加算税及び
6ヶ月の禁固刑

• 起訴による有罪判決：レベル5の罰金（50,000香港ドル）に加え、過少申告税額の3倍までとされている加算税及び3
年間の禁固刑

IROのセクション80及び82に基づいて起訴されない場合、セクション82Aにより加算税が追徴課税されます。その最大罰
則は、過少申告税額の3倍までとされている加算税が追徴課税されます。

査察・税務調査で見つかった一般的な違反行為

a) 収入又は利益の記載漏れ又は過少申告

b) 損金算入又は控除額に関連する不適切な申告

c) 課税対象となる可能性の届出の非実施

査察・税務調査の罰則レベル

罰則の程度は、違反事件の重大性、IRDが被った損失、納税者の態度や協力の有無、事件の解決に必要な時間など、
多くの要因に左右されますが、これらに限りません。

査察・税務調査にあたり、税務上の違反について、（a）意図的な無視、（b）重大な不注意、（c）正当な注意の欠如という3
つの過失責任のグループに分類されています。さらに、各グループに対して、自発的開示から罰則算定にあたっての開
示拒否まで、4つの協力カテゴリーに分類されています。ご参考までに、下記の罰則要約表をご参照ください。

情報源：“Penalty Policy” http://www.ird.gov.hk/eng/pol/ppo.htm

例えば、上記の罰則要約表に照らし、グループ（b）の第3類型である「不完全な情報開示又は遅延」に該当する場合、
110%の加算税を始点に、150%を上限とした経済的損害賠償（C.R.）を加算します。C.R.は、2003年11月30日までは
月間複合年利7％で計算され、それ以降では最優遇貸出金利で計算しています。

情報開示の程度・関連作業・罰則程度の区分
（過少申告加算税に比例して表示）

申告漏れ・
過少申告の

性質

完全な自発的開示 質疑においての全情報の
迅速な開示

不完全な情報開示
又は遅延

開示拒否

通常の加算
税率

経済的損害
賠償を含む
最大加算率

通常の加算
税率

経済的損害
賠償を含む
最大加算率

通常の加算
税率

経済的損害
賠償を含む
最大加算率

通常の加算
税率

経済的損害
賠償を含む
最大加算率

グループ（a） 15 60 75 100 140 180 210 260
グループ（b） 10 45 50 75 110 150 150 200
グループ（c） 5 30 35 60 60 100 100 150
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罰則の検討要素

罰則の評価にあたり、最終的な罰則を決定する際に考慮
される一般的な要素は、以下の通りです。

a) 納税者の事情

納税者が読み書き能力に欠けたり、教育水準が低
かったり、事業が簡素であったりする場合、罰則は軽
減されますが、そうでなければ、罰則は厳しくなると考
えられます。

b) 納税者の態度

納税者の取った行動が重要な要素となります。納税者
が協力的でかつ反応が早く、誠実で妥協する意思もあ
り、税務上の立場を立証するための書類や記録を提
供する場合、高額の罰則を防ぐために有利となると考
えられます。

c) 期間

査察や税務調査を受け、申告漏れや不適切な申告が
続いている場合など、多年にわたって複数の脱税行為
が繰り返されていることが発覚した場合は、一般的に
高額の罰則が科せられることになります。一方で、最
初の事情聴取日から3ヶ月以内、又は調査案件につい
ては6ヶ月以内に査察を終結させることができれば、罰
則レベルは低くなると考えられます。

d) 所得又は利益の過少申告の程度

多額の過少申告、意図的な利益の過少申告・不開示、
経費の過大申告などがあった場合、一般的には高額
の罰則が科せられることになります。

IRDによる罰則調整の可能性について

個別の案件に応じ、罰則は最大25%まで上下調整される
ことがあります。特別でかつ正当な状況が存在する場合
にのみ、更なる調整が行われます。

推奨事項

迅速かつ十分な情報開示や査察・調査の早期解決の促
進など、納税者の態度や納税者による是正措置は、罰則
を科す際に考慮される重要な要素となります。

また、IRDとの交渉経験は、税務監査案件の解決や罰金
の軽減に重要です。納税者が税務監査案件における罰
則の緩和を希望する場合、税務専門家のアドバイスを求
めることを強く推奨致します。
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About EY’s Tax services
Your business will only succeed if you build it on a strong foundation and grow it in a sustainable way.
At EY, we believe that managing your tax obligations responsibly and proactively can make a critical
difference. Our 50,000 talented tax professionals, in more than 150 countries, give you technical
knowledge, business experience, consistency and an unwavering commitment to quality service —
wherever you are and whatever tax services you need.
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accounting, tax or other professional advice. Please refer to your advisors for specific advice.
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